
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2016春季生活闘争･妥結情報   
2016.5.12  第 15号 連合北海道 春季生活闘争本部 

 ５月１１日までの妥結平均は５，１９６円（２．０３％）前年▲１３５円で推移。 

一時金の年間妥結額は、加重平均で１，２２５，６１８円前年＋131，178円 
 

５月１１日までの集計では、妥結報告は１７２組合。（集計可能１６４組合、非開示 8組合を含む） 

月例賃金の加重平均では、妥結額５，１９６円(定昇・ベア込み)で、昨年同時期の５，３３１円を１３５円

下回っている。５，１９６円の内訳は、定期昇給制度相当分４，５８２円、ベア（賃上げ分）が１，２４７円とな

った。ベアに関して９９人以下の組合では、２，４９２円となった。定昇制度のない組合が多いため、賃上

げ額への配分が高くなった。（組合規模別の妥結状況は下表参照のこと。） 
 

【組合規模別 平均賃上げ状況   ２０１６年５月１１日結果（昨年５月１1日対比）  連合北海道集計】 

組合規模 
集計 

組合 

対象組合 

人数 

   （人） 

加重平均 

妥結額 

(定昇･ベア込) 

妥結率 

昨年 

集計 

組合 

昨年 

対象組合 

人数 

   （人） 

昨年 

実績額 
(定昇･ベア込み) 

実績率 

昨年比 

増減額 

～ ９９人 

 

１００～２９９人 

 

３００～９９９

人 

１，０００人～ 

８６ 

 

３６ 

 

３１ 

 

１１ 

３，４７６ 

 

５，７４９ 

 

１５，９２５ 

 

２５，３１９ 

３，６０３円 

（１．６８％） 

３，９４６円  

（１．７２％） 

４，９６９円

（１．９０％） 

５，８０９円

（２．２０％） 

６８ 

 

２８ 

 

３０ 

 

６ 

２，９５５ 

 

５，２５０ 

 

１４，８５２ 

 

１６，９９５ 

３，２８５円 

（１．62％） 

４，７４５円 

（２．１０％） 

５，０７７円 

（１．９１％） 

５，９６０円 

（２．３０％） 

＋３１８円 

 

－７９９円 

 

－１０８円 

 

－１５１円 

計 １６４ ５０，４６９ ５，１９６円

（２．０３％） 

１３２ ４０，０５２ ５，３３１円 

（２．１１％） 

－１３５円 

 

昨年と集計組合に相違があるため単純比較はできないが、９９人以下の組合は唯一、昨年同期を上回る妥

結額を確保し、前年比＋３１８円と規模別での大健闘が目立つ。 

前年妥結額と比較できる１３０組合のうち、昨年を上回ったのが５４組合４１．５％。そのうち３９組合が５００円

以内の上積みとなっている。賃上げ額では、２,０００円台が３９組合、３,０００円台が２２組合、４,０００円台が１９

組合、５,０００円台が１７組合、６,０００円台が２０組合と幅のある妥結結果であるが、４,５００円以上の妥結額を

勝ち取った組合が５１組合（３９.２％）にとどまっている。 

 

一時金については加重平均で、年間妥結額 １,２２５,６１８円（４０組合）、年間月数は４０組合４.４４ヶ月で、

昨年比金額で１３１,１７８円増、月数で０.２５ヶ月増となっている。 

 

非正規（有期契約、短時間パートなど）の労働条件に関しては、時間給は加重平均で１５組合２１.４４円（前

年 １４組合 １３.８３円） 前年比＋７.６１円となっている。月給制では、５組合で妥結し、上限５,０００円（２.４

８％）の定昇・ベア込みで妥結した単組もある。 

  

エントリー組合の残る約４割は、現在も妥結を目指して交渉継続中であり、連合北海道は今後も妥結情報

を発行して、情報提供に努める。 

 

次回の規模別の賃上げ状況集計は、５月末の結果を６月８日（水）に発表する予定。 


